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韓国における民主主義の「質」に関する計量分析（一）

韓
国
に
お
け
る
民
主
主
義
の
「
質
」
に
関
す
る
計
量
分
析
（
一
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１　

は
じ
め
に

　

複
数
の
政
党
や
メ
デ
ィ
ア
、
自
由
で
公
正
な
選
挙
と
い
っ
た
民
主
主
義
の
制
度
的
要
件
が
導
入
さ
れ
て
い
る
国
に
お
い
て
も
、
自

分
た
ち
で
自
分
た
ち
の
こ
と
を
決
定
す
る
と
い
う
民
主
主
義
を
実
感
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
従
来
の

１　

は
じ
め
に

２　

選
挙
公
約
︱
︱
市
民
は
何
を
提
示
さ
れ
た
の
か
？

　

２
・
１　

分
析
枠
組
み
：
公
約
内
容
の
規
定
要
因

　

２
・
２　

韓
国
の
選
挙
公
約

３　

政
治
意
識
と
投
票
行
動
︱
︱
市
民
は
何
を
選
択
し
た
の
か
？

　

３
・
１　

分
析
枠
組
み
：
政
治
意
識
お
よ
び
選
挙
公
約
の
乖
離

　

３
・
２　

韓
国
の
政
治
意
識

（
以
上
、
本
号
）

４　

国
会
活
動
︱
︱
政
治
家
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
た
の
か
？

　

４
・
１　

分
析
枠
組
み
：
国
会
活
動
お
よ
び
選
挙
公
約
と
の
乖
離

　

４
・
２　

韓
国
の
選
挙
公
約
：
韓
国
第
一
九
代
国
会

５　

次
回
選
挙
︱
︱
市
民
は
業
績
投
票
を
し
た
の
か
？

　

５
・
１　

分
析
枠
組
み
：
議
員
行
動
の
一
貫
性
と
業
績
評
価

　

５
・
２　

韓
国
の
業
績
評
価

６　

ま
と
め

（
以
上
、
八
十
六
巻
十
一
号
）
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政
治
学
で
は
民
主
主
義
を
「
与
党
と
野
党
の
得
票
率
や
議
席
率
の
比
率
」、「
投
票
率
」、「
一
票
等
価
値
性
」
な
ど
で
測
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
外
形
的
な
指
標
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
与
党
の
得
票
率
や
議
席
率
が
高
く
て
も
、
国
民
が
望
む
政
治
を
行
っ
た
結

果
な
の
か
、
異
議
申
し
立
て
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
結
果
な
の
か
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
一
党
独
裁
を
排
除
で
き

て
も
、
多
く
の
有
権
者
が
支
持
す
る
一
党
優
位
政
権
ま
で
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
じ
与
野
党
比
率
で
も
民
意
を
反
映
す

る
政
党
同
士
に
よ
る
比
率
と
反
映
し
な
い
政
党
同
士
に
よ
る
比
率
で
は
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
同
じ
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
従
来
の
政
治
学
に
対
し
て
、
民
主
主
義
の
機
能
に
着
目
し
て
民
主
主
義
の
「
質
」
を
測
定
す
る
こ

と
に
し
た
い
。
な
お
、
す
で
に
日
本
と
米
国
に
お
け
る
民
主
主
義
の
「
質
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿）1
（

で
言
及
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
さ

ら
に
韓
国
を
分
析
対
象
に
加
え
る
こ
と
で
民
主
主
義
の
「
質
」
に
関
す
る
三
ヶ
国
比
較
に
展
開
す
る
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
り
日
米
韓
の
三
ヶ
国
を
比
較
す
る
こ
と
は
政
治
学
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
何
故
な
ら
ば
、
日
本
と
韓
国
は
地

方
交
付
税
制
度
に
よ
る
垂
直
的
財
源
調
整
を
行
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
米
国
は
そ
う
し
た
制
度
を
も
た
な
い
連
邦
制
に
基
づ
く
国

で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
が
議
院
内
閣
制
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
米
国
と
韓
国
は
大
統
領
制
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
米
韓
の
三
ヶ

国
比
較
を
行
う
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
「
質
」
に
財
政
制
度
や
政
治
制
度
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
前
述
の
日
米
比
較
に
加
え
て
韓
国
の
民
主
主
義
の
「
質
」
を
計
量
的
に
分
析
す
る
た

め
に
本
稿
を
執
筆
し
た
次
第
で
あ
る
。

２　

選
挙
公
約
︱
︱
市
民
は
何
を
提
示
さ
れ
た
の
か
？

　

２
・
１　

分
析
枠
組
み
：
公
約
内
容
の
規
定
要
因

　

韓
国
の
国
会
は
、
一
院
制
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
定
数
二
二
五
名
の
小
選
挙
区
選
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挙
と
、
全
国
区
か
ら
選
出
さ
れ
る
定
数
五
二
名
の
比
例
代
表
選
挙
で
構
成
さ
れ
、
任
期
は
四
年
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
口
の
変
化
と

世
宗
特
別
自
治
市
の
設
置）2
（

に
伴
い
、
二
〇
一
二
年
四
月
に
行
わ
れ
た
第
一
九
代
国
会
議
員
選
挙
に
限
り
定
数
が
三
〇
〇
名
に
改
定
さ

れ
た
。
そ
の
た
め
、
二
〇
一
二
年
六
月
現
在
、
国
会
議
員
定
数
は
小
選
挙
区
二
五
六
名
、
比
例
代
表
五
二
名
の
三
〇
〇
名
で
あ
る

（
二
〇
一
二
年
二
月
二
九
日
改
定
、
公
職
選
挙
法
附
則
第
三
条
参
照
）。）

3
（

本
書
の
分
析
対
象
期
間
は
、
二
〇
〇
八
年
四
月
に
行
わ
れ
た
第
一

八
代
国
会
議
員
選
挙
で
あ
る
た
め
、
定
数
は
二
九
九
名
で
あ
る
。

　

韓
国
の
大
統
領
選
挙
は
、
五
年
に
一
度
行
わ
れ
、
国
会
議
員
選
挙
は
二
〇
年
に
一
度
、
大
統
領
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
。
ま
た
、

国
会
議
員
の
再
選
率
は
五
〇
％
を
下
回
る
こ
と
が
多
く
、
第
一
七
代
国
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
は
新
人
議
員
が
六
二
・
五
％
に
も
及

ん
で
い
る
。）

（
（

米
国
の
下
院
議
員
の
再
出
馬
・
再
選
率
が
そ
れ
ぞ
れ
九
割
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
再
選
率
が
著
し
く
低

い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

２
・
１
・
１　

公
約
と
コ
ー
デ
ィ
ン
グ

　

韓
国
の
公
約
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
、
日
本
と
は
異
な
り
、
全
て
の
立
候
補
者
の
選
挙
公
約
を
各
候
補
者
が
登
録
し
た
選
挙
ポ
ス

タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
収
集
し
て
内
容
分
析
し
、
デ
ー
タ
を
作
成
し
た
。
た
だ
し
、
第
一
八
代
議
会
（
二
〇
〇
八
年
～
二
〇
一
二

年
）
の
前
に
行
わ
れ
た
二
〇
〇
八
年
の
議
会
選
挙
に
お
け
る
公
約
デ
ー
タ
以
外
は
収
集
し
て
い
な
い
と
い
う
制
約
が
あ
る
。
公
約

デ
ー
タ
を
収
集
し
た
二
〇
〇
八
年
の
候
補
者
数
は
一
一
一
三
人
で
あ
る
。
ま
た
、
比
例
区
の
選
挙
は
政
党
名
簿
式
で
行
わ
れ
、
候
補

者
個
人
の
公
約
は
提
示
さ
れ
な
い
た
め
、
デ
ー
タ
の
収
集
は
行
っ
て
い
な
い
。

　

韓
国
の
賛
否
項
目
に
お
い
て
は
、「
四
大
河
整
備
事
業
・
大
運
河
建
設
」、「
対
米
関
係
（
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
）」、「
社
会
格
差
」、「
新
行

政
首
都
建
設
」、「
国
家
保
安
法
・
北
朝
鮮
関
係
」、「
基
礎
生
活
保
障
法
」
と
い
う
六
項
目
を
作
成
し
た
。
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２
・
２　

韓
国
の
選
挙
公
約

　

本
節
で
は
、
韓
国
の
第
一
八
代
議
会
選
挙
（
二
〇
〇
八
年
）
に
お
け
る
公
約
内
容
を
分
析
し
、
各
候
補
者
が
有
権
者
に
ど
の
よ
う

な
公
約
を
提
示
し
た
の
か
検
討
す
る
。

　

２
・
２
・
１　

公
約
分
布
の
全
体
的
特
徴

　

ま
ず
、
提
示
さ
れ
た
公
約
の
全
体
的
な
分
布
を
み
て
み
よ
う
。
図
１
は
韓
国
の
選
挙
公
約
の
分
布
の
全
体
を
表
し
た
も
の
で
、
公

約
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
基
づ
い
て
、
各
公
約
に
お
け
る
「
増
額
」、「
言
及
な
し
・
言
及
・
維
持
」、「
減
額
」
の
割
合
を
示
し
て
い
る
。

日
本
や
米
国
と
同
様
に
、
賛
否
項
目
に
つ
い
て
は
「
賛
成
」、「
言
及
な
し
」、「
反
対
」
の
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
の
公
約
分
布

を
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
項
目
が
「
増
額
」
も
し
く
は
「
言
及
な
し
・
言
及
・
維
持
」
で
あ
り
、「
減
税
」
の
公
約
が
あ
ま
り
な
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
、「
増
額
」、「
減
額
」
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
言
及
率
が
高
い
公
約
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、「
増
額
」
は
福
祉
と
産
業
に
関
す

る
公
約
群
が
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る
。
福
祉
に
お
い
て
は
、「
社
会
福
祉
」、「
保
健
衛
生
」、
そ
し
て
「
教
育
・
労
働
」
の
公
約
が

五
〇
％
以
上
の
割
合
を
占
め
て
お
り
、
特
に
「
社
会
福
祉
」
に
お
い
て
は
七
六
％
、「
教
育
・
労
働
」
に
お
い
て
は
九
〇
％
以
上
の

候
補
者
が
公
約
で
増
額
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
福
祉
関
連
の
項
目
に
お
い
て
は
増
額
が
多
く
、
減
額
は
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
八
年
の
選
挙
で
は
福
祉
の
拡
大
が
重
要
な
争
点
で
あ
り
、
実
際
に
多
く
の
候
補
者
が
福
祉
の
増
額
を
主

張
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
他
の
福
祉
関
連
の
公
約
が
五
〇
％
以
上
の
値
を
示
し
て
い
る
一
方
で
、
同
じ
福
祉
関
連
で

も
「
生
活
保
護
」
の
増
額
は
一
％
に
も
満
た
ず
、「
社
会
格
差
」
の
是
正
も
三
〇
％
に
満
た
な
か
っ
た
。
韓
国
で
は
、
生
活
保
護
に

よ
る
福
祉
は
現
段
階
で
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
特
徴
が
反
映
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。）

（
（

ま
た
、「
生
活
保
護
」
と
と

も
に
「
社
会
格
差
」
に
関
す
る
公
約
も
他
の
福
祉
関
連
の
項
目
と
比
べ
低
い
こ
と
か
ら
、
福
祉
政
策
の
中
で
も
、
社
会
の
弱
者
を
救
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済
す
る
と
い
う
形
態
で
は
な
く
、
社
会
全
般
の
福
祉
行
政
の
整
備

に
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
韓
国
で
は
、

教
育
に
お
け
る
機
会
の
格
差
や
高
い
若
年
者
失
業
率
が
大
き
な
問

題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、「
教
育
・
労
働
」
に
お
い
て
九

〇
％
以
上
も
増
額
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向

を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
福
祉
の
他
に
は
、

産
業
に
関
す
る
公
約
群
が
「
増
額
」
に
お
い
て
高
い
割
合
を
示
し

て
い
る
。「
運
輸
・
通
信
」、「
産
業
・
中
小
企
業
」、「
国
土
・
地

域
開
発
」
が
と
も
に
五
〇
％
以
上
の
割
合
を
占
め
て
お
り
、
経
済

面
で
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

　
「
減
額
」
に
つ
い
て
み
る
と
、「
四
大
河
整
備
事
業
・
大
運
河
建

設
」
の
み
一
八
％
の
割
合
を
示
し
、
他
の
項
目
で
の
言
及
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。「
四
大
河
整
備
事
業
・
大
運
河
建
設
」
と
は
、
二
〇

〇
七
年
一
二
月
の
大
統
領
選
挙
で
勝
利
を
収
め
た
イ
・
ミ
ョ
ン
パ

ク
政
権
の
目
玉
公
約
で
あ
り
、
国
内
で
多
く
の
議
論
を
巻
き
起
こ

し
た
イ
シ
ュ
ー
で
あ
る
。
イ
・
ミ
ョ
ン
パ
ク
大
統
領
は
、
大
統
領

選
挙
に
お
い
て
、
韓
国
全
体
を
繫
ぐ
大
運
河
の
建
設
を
公
約
に
掲

げ
、
国
全
体
を
繫
ぐ
運
河
を
建
設
し
、
物
流
費
用
を
下
げ
、
内
陸

都
市
を
中
心
と
し
た
国
土
全
体
の
発
展
を
促
す
と
し
て
い
た
が
、

0

20

40

60

80

100

図 1　韓国の選挙公約の分布
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環
境
面
で
の
危
惧
や
運
河
建
設
に
か
か
る
莫
大
な
費
用
な
ど
の
問
題
か
ら
、
野
党
だ

け
で
な
く
与
党
内
で
も
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た）6
（

。「
四
大
河
整
備
事
業
・
大
運
河
建

設
」
に
お
い
て
比
較
的
高
い
割
合
の
「
減
額
」
が
提
示
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
国

内
の
状
況
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
そ
の
他
の
項
目
に

お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
「
減
額
」
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
日
本
と
米
国
の
事
例
で
も

述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
福
祉
や
産
業
な
ど
、
有
権
者
が
望
む
領
域
に
お
い
て
「
増

額
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
権
者
に
と
っ
て
非
常
に
魅
力
的
な
公
約
で
あ
る
。
そ

の
一
方
で
、「
減
額
」
の
公
約
は
支
持
者
を
集
め
る
積
極
的
な
誘
引
に
は
な
り
難
い
。

減
税
の
公
約
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
表
れ
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
社
会
福
祉
の
増
額
を
す
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
増
税
や
一
般
行
政

分
野
の
増
額
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
福
祉
に
お
い
て
増
額
と
い
う
公
約

を
提
示
し
た
候
補
者
は
、
増
税
や
一
般
行
政
分
野
の
増
額
も
同
時
に
公
約
に
盛
り
込

ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

図
２
は
、
社
会
福
祉
関
連
の
五
項
目
（「
基
礎
生
活
保
障

法
」、「
教
育
・
労
働
」、「
生
活
保
護
」、「
保
健
衛
生
」、「
社
会
福
祉
」）
で
「
増
額
」
と

答
え
た
候
補
者
が
「
一
般
公
共
行
政
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
公
約
を
提
示
し
た
の

か
ク
ロ
ス
集
計
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
図
２
を
み
る
と
、
社
会
福
祉
で
の
増
額
と

一
般
行
政
の
減
税
を
同
時
に
主
張
し
て
い
る
候
補
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
「
高
福
祉
・
低
負
担
」
を
主

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

図２　韓国の社会福祉（増額）と一般行政の増税
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張
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
福
祉
の
増
額
を
主
張
し
な
が
ら
、
一
般
行
政
の
増
額
を
主
張
す
る
割
合
が
多

く
な
い
の
も
事
実
で
あ
り
、「
基
礎
生
活
保
障
法
」
と
「
生
活
保
護
」
を
除
く
と
、
一
般
行
政
の
増
額
を
主
張
し
て
い
る
の
は
三
割

を
少
し
上
回
る
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
一
般
公
共
行
政
」
の
増
額
を
行
わ
ず
に
社
会
福
祉
の
増
額
を
す
る
方
法
も
な
い

と
は
一
概
に
い
え
ず
、
必
ず
し
も
以
上
の
よ
う
な
結
果
が
候
補
者
の
矛
盾
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
社
会
福

祉
の
増
額
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
そ
の
手
段
で
あ
る
一
般
公
共
行
政
の
増
額
を
主
張
し
な
い
候
補
者
が
半
数
以
上
で
あ
る
こ
と
を
考

慮
す
る
と
、
当
選
後
実
際
に
遂
行
で
き
る
公
約
を
提
示
す
る
と
い
う
よ
り
も
有
権
者
の
興
味
を
引
く
こ
と
に
主
眼
が
当
て
ら
れ
て
い

る
と
い
う
印
象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。

　

２
・
２
・
２　

政
党
別
公
約
分
布
の
特
徴

　

二
〇
〇
八
年
国
会
議
員
選
挙
の
全
体
の
公
約
分
布
で
は
、
福
祉
関
連
と
産
業
関
連
の
増
額
を
半
数
以
上
の
候
補
者
が
提
示
し
た
一

方
で
、
減
額
の
公
約
は
ほ
と
ん
ど
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
本
項
で
は
、
各
政
党
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
み

ら
れ
る
の
か
確
認
を
行
う
。
分
析
の
対
象
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
得
票
率
お
よ
び
議
席
率
に
お
け
る
上
位
四
政
党
と
し
た
。

上
位
四
政
党
と
は
、
統
合
民
主
党
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
、
自
由
先
進
党
、
そ
し
て
親
朴
連
帯
で
あ
る
。）

7
（

各
政
党
が
提
示
し
た
公
約
の
分
布

を
み
る
前
に
、
各
政
党
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明
を
述
べ
た
い
。
ま
ず
、
統
合
民
主
党
は
、
前
回
の
議
会
で
過
半
数
与
党
で
あ
っ
た

「
開
か
れ
た
ウ
リ
党
」
を
前
身
と
す
る
革
新
系
最
大
政
党
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
で
は
開
か
れ
た
ウ
リ
党
が
過
半
数
与
党
で
あ
っ
た

が
、
二
〇
〇
七
年
の
大
統
領
選
挙
で
統
合
民
主
党
の
候
補
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ド
ン
ヨ
ン
候
補
が
敗
北
し
た
こ
と
か
ら
、
野
党
に
転

じ
た
。
一
方
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
は
、
韓
国
の
保
守
系
最
大
政
党
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
の
大
統
領
選
挙
で
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
イ
・
ミ
ョ
ン

パ
ク
候
補
が
勝
利
を
お
さ
め
た
た
め
、
本
選
挙
で
は
与
党
と
し
て
選
挙
に
挑
む
こ
と
に
な
っ
た
。
親
朴
連
帯
と
は
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
の

パ
ク
・
グ
ネ
議
員
を
支
持
す
る
ハ
ン
ナ
ラ
党
勢
力
の
一
部
が
離
党
し
て
作
っ
た
政
党
で
あ
り
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
と
同
じ
く
保
守
系
政
党
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で
あ
る
。
最
後
に
、
自
由
先
進
党
と
は
、
二
〇
〇
七
年
の
大
統
領

選
挙
に
無
所
属
で
出
馬
し
た
イ
・
フ
ェ
チ
ャ
ン
候
補
を
中
心
と
し

た
政
党
で
あ
る
。
イ
・
フ
ェ
チ
ャ
ン
の
出
身
地
で
あ
る
韓
国
の
忠

清
道
地
域
の
支
持
を
そ
の
政
治
的
基
盤
と
し
て
お
り
、
保
守
政
党

の
一
つ
で
あ
る
。）

8
（

　

そ
れ
で
は
、
改
め
て
各
党
の
候
補
者
の
公
約
分
布
を
み
て
み
よ

う
。
図
３
は
、
各
予
算
項
目
で
減
額
と
提
示
し
た
政
党
別
の
割
合

を
、
図
４
は
増
額
と
提
示
し
た
政
党
別
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。）

（
（

ま
ず
、
政
党
ご
と
の
公
約
の
分
布
を
み
る
と
、
韓
国
に
お

い
て
は
、
四
つ
の
主
要
政
党
の
公
約
に
あ
る
程
度
の
ば
ら
つ
き
が

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
日
本
の
政
党
で
は
確
認
で
き

な
か
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
ま
ず
、
統
合
民
主
党
は
、
運
輸
・
通
信

部
門
を
削
減
し
、
イ
・
ミ
ョ
ン
パ
ク
大
統
領
の
目
玉
公
約
で
あ
る

四
大
河
整
備
事
業
に
対
し
て
反
対
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
地

方
自
治
部
門
で
は
増
額
を
訴
え
、
前
政
権
で
あ
る
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン

政
権
の
主
要
公
約
で
あ
っ
た
新
行
政
首
都
建
設
に
賛
成
を
表
明
し

て
い
る
。
保
守
政
党
で
あ
る
自
由
先
進
党
が
地
方
自
治
に
お
い
て

削
減
を
主
張
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
次
に
、
ハ
ン
ナ

ラ
党
は
一
般
公
共
行
政
の
削
減
を
主
張
し
、
社
会
格
差
の
是
正
に
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図３　韓国の選挙公約の分布：政党別（減）
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も
反
対
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
科
学
技
術
と
産
業
関

連
の
項
目
（
産
業
・
中
小
企
業
、
国
土
・
地
域
開
発
な
ど
）
の
増
額

を
公
約
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
統
合
民
主
党
が
削
減
を

主
張
し
て
い
る
四
大
河
整
備
事
業
に
つ
い
て
も
、
イ
・
ミ
ョ
ン
パ

ク
政
権
を
支
え
る
与
党
と
し
て
賛
成
を
表
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

農
林
水
産
に
お
い
て
も
、
自
由
先
進
党
と
と
も
に
増
額
と
の
公
約

を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
の
主
要
政
党
の
公
約
は
、

あ
る
程
度
の
違
い
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
で
特
記
す
べ
き
点
は
、
主
要
四
大
政
党
の
い
ず
れ
も
社
会

福
祉
、
保
健
衛
生
、
生
活
保
護
な
ど
、
教
育
以
外
の
福
祉
項
目
に

お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
公
約
と
し
て
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。
前
項
の
全
体
の
公
約
分
布
で
は
、
福
祉
増
額
の
公
約
が
提

示
さ
れ
た
一
方
で
、
一
般
公
共
行
政
の
増
額
は
あ
ま
り
提
示
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
主
要
四
政
党
を
み
る
と
、
福
祉
に
関

す
る
公
約
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
で

み
ら
れ
た
よ
う
な
「
高
福
祉
・
低
負
担
」
と
い
う
図
式
は
み
ら
れ

な
い
結
果
と
な
っ
た
。
唯
一
、
社
会
格
差
の
是
正
に
関
し
て
は
賛

否
が
表
さ
れ
て
い
る
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
政
党
で
あ
る
統
合
民
主
党

で
さ
え
も
減
額
と
増
額
の
両
方
の
公
約
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
の
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図４　韓国の選挙公約の分布：政党別（増）
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方
向
性
は
一
貫
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
二
〇
〇
八
年
の
選
挙
に
お
い
て
、
主
要
政
党
は
福

祉
政
策
を
行
う
と
い
う
公
約
を
ほ
と
ん
ど
提
示
し
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
経
済
成
長
戦
略

を
立
て
る
の
か
、
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
の
み
違
い
が
表
れ
て
い
る
。

　

２
・
２
・
３　

地
域
特
性
別
公
約
分
布
の
特
徴

　

選
挙
の
公
約
は
、
各
地
域
の
特
性
に
よ
っ
て
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
項
で
は
、
地
域

特
性
に
よ
っ
て
公
約
分
布
に
違
い
が
あ
る
の
か
確
認
を
行
い
た
い
。
日
米
と
同
様
に
、
各
選

挙
区
の
地
域
特
性
を
捉
え
る
た
め
、
選
挙
区
レ
ベ
ル
の
集
計
デ
ー
タ
を
用
い
て
主
成
分
分
析

を
行
っ
た
。
そ
の
際
に
使
用
し
た
集
計
デ
ー
タ
は
、
選
挙
が
行
わ
れ
た
二
〇
〇
八
年
の
「
人

口
伸
び
率
」、「
総
就
業
者
数
」、「
高
齢
者
人
口
比
」、「
人
口
密
度
」、「
人
口
」、「
第
一
次
産

業
人
口
比
」、「
第
二
次
産
業
人
口
比
」、「
第
三
次
産
業
人
口
比
」
で
あ
る
。）

（（
（

主
成
分
分
析
の

結
果
は
表
１
の
通
り
で
あ
る
。）

（（
（

分
析
の
結
果
、
日
本
と
類
似
し
た
「
農
村
︱
都
市
」、「
活
性

︱
停
滞
」
と
い
う
成
分
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
日
本
の
分
析
と
同
様
に
、「
農
村
︱
都
市
」、

そ
し
て
「
活
性
︱
停
滞
」
の
主
成
分
得
点
を
基
準
に
選
挙
区
を
そ
れ
ぞ
れ
五
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
分
類
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
ま
ず
「
都
市
︱
農
村
」
の
軸
で
公
約
が
ど
の
よ
う
な
分
布
を
み
せ
て
い
る
の

か
み
て
み
よ
う
。
減
額
と
提
示
さ
れ
た
公
約
の
分
布
は
図
５
に
、
増
額
と
提
示
さ
れ
た
公
約

の
分
布
は
図
６
に
示
さ
れ
て
い
る
。
増
額
と
減
額
の
分
布
は
、
都
市
化
の
程
度
に
よ
っ
て
大

き
く
異
な
っ
た
分
布
を
み
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
域
特
性
に
よ
っ
て
、
公
約
に
顕
著
な
違

表 1　主成分分析
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図５　韓国の選挙公約の分布：地域特性別（「都市―農村」）（減）
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図 6　韓国の選挙公約の分布：地域特性別（「都市―農村」）（増）
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い
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
日
米
と
は
対
照
的
な
結
果
で
あ
る
。

　

特
に
都
市
部
が
特
徴
的
な
傾
向
を
み
せ
て
い
る
。
ま
ず
、
社
会
福
祉
、
統
一
・
外
交
、
地
方
自
治
、
そ
し
て
新
行
政
首
都
建
設
を

減
額
す
る
と
い
う
公
約
は
全
て
都
市
部
で
の
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
都
市
部
は
地
方
に
比
べ
経
済
的
に
潤
沢
な
地
域
が
多
く
、

そ
の
た
め
社
会
福
祉
へ
の
関
心
が
低
い
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
都
市
部
に
お
い
て
は
地
方
経
済
や
行
政

の
活
性
化
に
よ
る
効
用
は
あ
ま
り
得
ら
れ
な
い
可
能
性
が
高
い
た
め
、
地
方
自
治
や
新
行
政
首
都
建
設
に
使
用
さ
れ
る
予
算
を
他
の

政
策
に
利
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
統
一
・
外
交
分
野
に
お
け
る
縮
小
も
、
比
較
的
リ
ベ

ラ
ル
な
都
市
の
性
質
を
表
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
イ
・
ミ
ョ
ン
パ
ク
大
統
領
の
目
玉
公
約
で
あ
る
四
大
河
事
業
と
国
家
保
安
法
・
北
朝
鮮
関
係
の
法
案
に
対
す
る
公
約
に
つ

い
て
は
、
都
市
お
よ
び
農
村
地
域
に
お
い
て
同
様
の
割
合
で
減
額
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
増
額
に
お
い
て
は
、
産
業
関
連
の

公
約
が
都
市
と
農
村
と
で
類
似
し
た
傾
向
を
み
せ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
項
目
に
つ
い
て
は
減
額
と
同
様
、
大
き
な
ば
ら
つ
き
を
み

せ
て
い
る
。

　

農
村
地
域
で
の
公
約
分
布
を
み
る
と
、
ま
ず
、
農
林
水
産
、
新
行
政
首
都
建
設
、
そ
し
て
四
大
河
整
備
事
業
で
は
、
農
村
地
域
で

増
額
が
高
い
割
合
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
農
林
水
産
へ
の
増
額
が
農
村
地
域
に
お
い
て
よ
り
多
く
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
と

同
様
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
一
次
産
業
に
不
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
対
米
関
係
（
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
へ
の
賛
成
を

表
明
す
る
公
約
も
農
村
地
域
に
お
い
て
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
農
業
へ
の
支
援
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
与
野
党
と
も
に
米
韓
Ｆ

Ｔ
Ａ
を
推
進
し
て
い
た
点
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
対
米
関
係
（
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
へ
の
反
対
も
ま
た
農
村
地

域
で
み
ら
れ
、
政
党
や
候
補
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
公
約
が
同
時
に
提
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
地
方
自
治

は
準
農
村
地
域
で
増
額
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
都
市
部
地
域
に
お
い
て
地
方
自
治
が
減
額
と
主
張
さ
れ
て
い
た
の
と
対
照

的
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
韓
国
に
お
い
て
は
都
市
部
と
農
村
部
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
公
約
に
差
が
み
ら
れ
、
各
地
域
の
有
権
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者
に
あ
わ
せ
て
魅
力
的
な
公
約
を
選
別
し
提
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
、「
活
性
︱
停
滞
」
の
軸
を
み
て
み
よ
う
。
活
性
と
停
滞
を
中
心
に
み
た
公
約
の
分
布
も
「
都
市
︱
農
村
」
の
軸
と
同
様
に

一
定
の
ば
ら
つ
き
を
み
せ
て
い
る
（
図
７
、
図
８
）。
ま
ず
、
活
性
化
し
て
い
る
地
域
で
は
、
社
会
福
祉
、
社
会
格
差
の
是
正
な
ど

弱
者
の
救
済
に
関
す
る
福
祉
関
連
の
項
目
に
つ
い
て
、
減
税
の
公
約
が
よ
り
多
く
提
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
停
滞
の
地
域
に
お
い

て
よ
り
多
く
の
増
額
公
約
が
み
ら
れ
る
。
社
会
福
祉
に
関
す
る
予
算
群
（
社
会
福
祉
、
教
育
・
労
働
、
基
礎
生
活
保
障
法
）、
そ
し
て
科

学
・
技
術
、
地
方
自
治
、
国
家
保
安
・
北
朝
鮮
関
係
に
お
い
て
支
持
す
る
公
約
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
準
停
滞
の
地
域
で
新

行
政
首
都
建
設
や
一
般
公
共
行
政
の
減
税
が
、
停
滞
地
域
で
運
輸
・
通
信
面
に
お
け
る
減
税
の
公
約
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理

由
は
定
か
で
は
な
い
。
産
業
に
関
す
る
項
目
に
つ
い
て
は
、「
都
市
︱
農
村
」
軸
に
お
け
る
増
額
の
分
布
と
類
似
し
た
分
布
に
な
っ

て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
、「
都
市
︱
農
村
」
と
「
活
性
︱
停
滞
」
を
軸
に
し
た
公
約
の
分
布
を
み
て
き
た
。
い
ず
れ
の
軸
に
お
い
て
も
、
産
業

に
関
す
る
予
算
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
地
域
で
同
じ
割
合
で
公
約
が
提
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の

項
目
に
つ
い
て
は
、
減
額
、
増
額
と
も
に
、
日
米
と
は
異
な
り
一
定
の
ば
ら
つ
き
が
確
認
で
き
た
。
つ
ま
り
、
韓
国
の
二
〇
〇
八
年

の
選
挙
に
お
い
て
は
各
地
域
の
事
情
に
伴
い
、
自
分
の
選
挙
区
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
よ
う
な
公
約
を
提
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
各
選
挙
区
に
密
着
し
た
公
約
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
同
じ
政
党
の
候
補
者
で

あ
っ
て
も
自
ら
の
選
挙
区
で
勝
利
を
収
め
る
た
め
に
、
互
い
に
矛
盾
し
た
公
約
を
提
示
し
て
い
る
可
能
性
を
も
示
し
て
い
る
。

　

２
・
２
・
４　

公
約
内
容
の
規
定
要
因

　

こ
れ
ま
で
、
政
党
別
、
そ
し
て
地
域
特
性
別
に
公
約
の
分
布
を
概
観
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
公
約
が

規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
項
で
は
、
二
二
の
公
約
が
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る



1（

法学研究 86 巻 10 号（2013：10）

0

20

40

60

80

100

図 7　韓国の選挙公約の分布：地域特性別（「活性―停滞」）（減）
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図 8　韓国の選挙公約の分布：地域特性別（「活性―停滞」）（増）
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の
か
重
回
帰
分
析
を
用
い
て
検
証
を
行
う
。

　

従
属
変
数
は
各
公
約
の
増
額
・
賛
成
が
一
、
そ
の
他
が
〇
、
そ
し
て
減
額
・
反
対
を
マ
イ
ナ
ス
一
と
し
た
三
点
尺
度
で
あ
る
。
独

立
変
数
は
、
各
候
補
者
の
属
性
（
性
別
、
年
齢
、
教
育
程
度
、
当
選
回
数
、
新
人
ダ
ミ
ー
、
経
歴
ダ
ミ
ー
）
と
所
属
政
党
ダ
ミ
ー
、
そ
し

て
地
域
特
性
を
表
す
二
変
数
（「
都
市
︱
農
村
」、「
活
性
︱
停
滞
」）
を
用
い
た
。
分
析
結
果
は
、
表
２
、
表
３
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
八
年
の
選
挙
に
お
い
て
、
二
二
の
公
約
に
対
す
る
規
定
要
因
と
し
て
最
も
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
の
は
所
属
政
党

で
、
次
い
で
地
域
特
性
で
あ
っ
た
。
所
属
政
党
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
民
主
労
働
党
は
二
二
の
公
約
の
う
ち
一
五
以
上
も
の
公
約
に

お
い
て
有
意
な
影
響
力
を
表
し
て
お
り
、
そ
の
方
向
性
に
も
一
貫
性
が
み
ら
れ
る
。
以
下
、
政
党
ご
と
に
み
て
い
く
。

　

ま
ず
、
民
主
労
働
党
は
、
党
の
理
念
通
り
、
社
会
福
祉
の
増
大
を
目
指
し
（
社
会
福
祉
、
保
健
衛
生
、
生
活
保
護
、
教
育
・
労
働
が

正
の
値
で
有
意
）、
社
会
格
差
の
是
正
に
も
積
極
的
で
あ
る
（
社
会
格
差
が
正
の
値
で
有
意
）。
さ
ら
に
、
社
会
福
祉
だ
け
で
な
く
、
産

業
政
策
に
対
す
る
増
額
も
公
約
と
し
て
掲
げ
て
い
る
（
農
林
水
産
、
産
業
・
中
小
企
業
が
正
の
値
で
有
意
）。
特
に
、
農
林
水
産
に
お
い

て
政
党
と
し
て
有
意
な
値
を
示
し
て
い
る
の
は
民
主
労
働
党
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
主
労
働
党
の
全
体
的
な
公
約
を
見
渡
す
と
、

福
祉
、
産
業
に
お
い
て
増
額
を
掲
げ
な
が
ら
も
、
一
般
公
共
行
政
に
お
い
て
は
削
減
の
公
約
を
提
示
し
て
お
り
、「
高
福
祉
・
低
負

担
」
に
近
い
公
約
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、「
国
家
安
保
法
・
北
朝
鮮
関
係
」
で
は
負
の
値
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
北
朝

鮮
に
対
し
て
宥
和
政
策
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
党
の
姿
勢
と
一
貫
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
与
党
で
あ
る
保
守
の
ハ
ン
ナ
ラ
党

が
推
し
進
め
て
い
た
四
大
河
整
備
事
業
や
、
そ
れ
に
伴
う
国
土
・
地
域
開
発
に
は
減
税
を
主
張
す
る
な
ど
、
保
守
与
党
へ
の
対
決
姿

勢
も
比
較
的
明
確
に
み
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
保
守
与
党
で
あ
る
ハ
ン
ナ
ラ
党
と
最
大
野
党
で
あ
る
統
合
民
主
党
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
保
守
与
党
で
あ
る
ハ
ン
ナ

ラ
党
ダ
ミ
ー
は
一
〇
の
公
約
に
お
い
て
有
意
な
影
響
力
を
示
し
て
お
り
、
係
数
の
符
号
も
ハ
ン
ナ
ラ
党
が
掲
げ
る
保
守
理
念
と
比
較

的
一
貫
し
て
い
る
。
ハ
ン
ナ
ラ
党
は
、
福
祉
の
拡
大
や
格
差
の
是
正
に
は
言
及
せ
ず
（
社
会
福
祉
の
み
正
の
値
で
有
意
）、
主
に
科
学
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表
2　
韓
国
の
公
約
の
規
定
要
因

0.062
0.037

0.000
0.070

*
−0.016

0.007
0.024

0.001
0.002

0.000
−0.002

0.000
0.000

−0.004
**

0.003
0.020

0.004
0.063

***
−0.002

−0.003
−0.017

−0.016
−0.059

†
−0.007

0.008
0.018

0.026
*

0.009
0.688

0.409
0.016

0.902
**

0.078
0.008

0.307
0.718

†
0.475

0.038
0.880

**
0.097

0.009
0.243

−0.052
0.004

0.010
0.035

0.005
0.003

−0.065
*

0.085
0.289

**
−0.004

0.057
0.038

−0.016
−0.071

0.020
0.012

−0.005
0.032

0.025
0.009

−0.069
**

0.136
*

0.057
−0.007

0.038
0.169

***
−0.021

−0.103
*

0.065
0.057

−0.004
0.050

†
−0.031

0.017
−0.046

0.020
−0.012

−0.006
0.019

−0.004
0.076

***
−0.104

**
0.052

†
0.003

−0.002
0.012

−0.038
−0.030

*
−0.026

−0.017
0.010

−0.012
*

0.016
−0.029

−0.014
0.060

*
−0.142

*
−0.168

*
0.015

0.061
−0.019

0.011
0.094

*
0.012

0.011
−0.002

0.018
0.015

−0.004
−0.015

−0.024
0.042

0.001
0.004

0.045
0.014

−0.079
**

−0.115
0.065

−0.008
−0.223

−0.163
0.005

−0.215
0.092

*
−0.007

−0.002
0.005

0.209
***

0.003
−0.279

***
0.081

†
0.117

*
−0.003

0.025
0.058

†
0.001

−0.286
***

0.077
−0.082

−0.003
−0.089

*
0.070

−0.027
−0.304

***
0.044

0.004
−0.135

***
0.061

−0.006
−0.285

***
0.035

0.382
***

0.023
*

0.062
†

0.031
−0.023

−0.490
***

0.166
**

0.064
−0.002

−0.142
†

0.001
−0.002

−0.303
**

0.152
−

0.012
†

−0.009
−0.001

0.008
†

−0.001
−0.009

**
−0.012

*
−

0.004
0.018

−0.001
−0.007

0.016
0.001

0.006
A

dj R
2

0.038
0.054

−0.001
0.067

0.069
0.020

0.301
N

1,113
1,113

1,113
1,113

1,113
1,113

1,113

−0.026
0.001

−0.026
−0.033

−0.057
−0.062

0.066
0.003

†
0.002

*
−0.003

0.000
0.003

0.005
*

0.000
0.029

0.013
0.024

−0.010
0.042

†
0.079

***
0.031

0.007
0.021

0.025
−0.037

−0.067
*

−0.008
0.025

−0.005
0.032

0.630
0.181

0.676
0.722

†
0.513

−0.036
−0.004

0.740
†

0.193
0.824

0.846
*

0.560
0.056

−0.014
0.006

−0.062
†

0.060
0.039

−0.016
0.010

−0.027
0.039

0.010
0.049

−0.039
0.013

0.032
−0.005

0.033
−0.026

0.024
0.056

−0.006
0.023

−0.010
0.157

**
−0.018

0.111
†

0.122
*

0.020
0.056

0.038
0.065

−0.014
0.056

0.037
0.071

0.020
−0.021

0.089
0.046

0.063
0.049

−0.005
0.001

−0.006
−0.057

*
0.019

−0.012
−0.020

0.010
0.026

0.009
0.041

−0.008
−0.002

0.023
0.011

0.050
−0.030

−0.002
−0.009

−0.037
−0.028

−0.061
−0.001

0.001
0.018

−0.015
0.046

0.056
*

0.037
0.037

0.013
0.046

−0.032
0.041

0.078
*

0.022
−0.160

0.257
*

0.091
0.124

−0.088
0.088

−0.120
†

0.030
0.027

0.099
*

−0.139
***

0.170
***

0.138
***

0.092
0.055

0.023
0.069

−0.069
†

0.117
**

0.146
***

0.063
−0.050

−0.010
0.036

−0.112
*

0.040
0.016

−0.027
−0.007

0.013
−0.064

−0.095
*

0.081
0.022

−0.068
0.148

**
0.023

−0.449
***

−0.231
***

0.293
***

−0.289
***

−0.042
0.037

0.134
*

−0.119
0.018

0.141
−0.035

−0.163
−

−0.136
***

−0.011
**

−0.003
−0.015

*
−0.017

*
−0.023

**
0.018

*
−

0.080
***

0.015
**

0.006
0.025

**
0.000

−0.006
0.003

A
dj R

2
0.316

0.019
0.163

0.049
0.070

0.217
0.020

N
1,113

1,113
1,113

1,113
1,113

1,113
1,113

***:p<0.001　
**: 0.001

p<0.01　
*: 0.01

p<0.05　
†: 0.05

p<0.1
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表
2　
韓
国
の
公
約
の
規
定
要
因
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−0.067
*

−0.008
0.025

−0.005
0.032

0.630
0.181

0.676
0.722

†
0.513

−0.036
−0.004

0.740
†

0.193
0.824

0.846
*

0.560
0.056

−0.014
0.006

−0.062
†

0.060
0.039

−0.016
0.010

−0.027
0.039

0.010
0.049

−0.039
0.013

0.032
−0.005

0.033
−0.026

0.024
0.056

−0.006
0.023

−0.010
0.157

**
−0.018

0.111
†

0.122
*

0.020
0.056

0.038
0.065

−0.014
0.056

0.037
0.071

0.020
−0.021

0.089
0.046

0.063
0.049

−0.005
0.001

−0.006
−0.057

*
0.019

−0.012
−0.020

0.010
0.026

0.009
0.041

−0.008
−0.002

0.023
0.011

0.050
−0.030

−0.002
−0.009

−0.037
−0.028

−0.061
−0.001

0.001
0.018

−0.015
0.046

0.056
*

0.037
0.037

0.013
0.046

−0.032
0.041

0.078
*

0.022
−0.160

0.257
*

0.091
0.124

−0.088
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−0.120
†
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0.027

0.099
*

−0.139
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†
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*
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0.016

−0.027
−0.007
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*
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0.022
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0.148
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0.023

−0.449
***
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***
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***

−0.289
***

−0.042
0.037

0.134
*

−0.119
0.018

0.141
−0.035

−0.163
−

−0.136
***

−0.011
**

−0.003
−0.015

*
−0.017

*
−0.023

**
0.018

*
−

0.080
***

0.015
**

0.006
0.025

**
0.000

−0.006
0.003

A
dj R

2
0.316
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0.163
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0.070

0.217
0.020

N
1,113

1,113
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1,113
1,113

1,113
1,113

***:p<0.001　
**: 0.001

p<0.01　
*: 0.01

p<0.05　
†: 0.05

p<0.1
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表
3　
韓
国
の
公
約
の
規
定
要
因
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−0.003
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0.004
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0.017
*

0.042
*
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0.005
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*
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A

dj R
2
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N
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1,113
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***:p<0.001　
**: 0.001

p<0.01　
*: 0.01

p<0.05　
†: 0.05

p<0.1



1（

韓国における民主主義の「質」に関する計量分析（一）

表
3　
韓
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の
公
約
の
規
定
要
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−0.155
***

0.354
***

0.694
***

−0.378
**

0.088
−0.621

***
−0.012

0.161
−
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技
術
の
発
展
と
（
科
学
・
技
術
が
正
の
値
で
有
意
）、
二
次
、
三
次
産
業
部
門
へ
の
投
資
（
運
輸
・
通
信
、
産
業
・
中
小
企
業
が
正
の
値
で

有
意
）、
四
大
河
事
業
を
含
む
国
土
の
開
発
（
四
大
河
整
備
事
業
、
国
土
・
地
域
開
発
が
正
の
値
で
有
意
）
を
行
う
と
い
う
成
長
戦
略
を

掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、
同
時
に
一
般
公
共
行
政
の
削
減
も
公
約
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
保
守
政
党
の
思
想
通
り
小
さ
な
政
府
を
目
指

し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
統
合
民
主
党
ダ
ミ
ー
の
影
響
力
を
み
る
と
、
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
り
な
が
ら
も
、
ハ

ン
ナ
ラ
党
の
よ
う
な
成
長
戦
略
を
提
示
す
る
な
ど
中
道
的
な
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
統
合
民
主
党
は
、
社
会
福
祉
と
保
健
衛

生
を
増
額
し
、
さ
ら
に
社
会
格
差
の
是
正
を
主
張
す
る
な
ど
、
福
祉
関
連
に
お
い
て
増
額
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方

で
、
科
学
・
技
術
へ
の
投
資
や
、
産
業
・
中
小
企
業
、
国
土
・
地
域
開
発
に
お
い
て
も
増
額
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ハ
ン
ナ

ラ
党
が
ほ
と
ん
ど
の
社
会
福
祉
関
連
の
公
約
を
切
り
捨
て
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
最
大
与
党
と
し
て
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
が

進
め
る
四
大
河
整
備
事
業
に
反
対
し
、
自
ら
が
与
党
で
あ
っ
た
時
に
進
め
て
い
た
新
行
政
首
都
建
設
に
賛
成
し
て
い
る
の
も
特
徴
的

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
他
の
党
と
同
様
に
一
般
公
共
行
政
に
お
い
て
は
減
額
を
主
張
し
て
い
る
。

　

他
の
三
つ
の
政
党
（
親
朴
連
帯
、
自
由
先
進
党
、
創
造
韓
国
党
）
は
、
各
公
約
の
規
定
要
因
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
力
は
示

さ
な
か
っ
た
。
親
朴
連
帯
は
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
に
属
し
て
い
る
パ
ク
・
グ
ネ
議
員
を
支
持
す
る
勢
力
が
離
脱
し
て
作
っ
た
政
党
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
理
念
は
ハ
ン
ナ
ラ
党
と
同
様
保
守
で
あ
る
が
、
政
党
と
し
て
の
歴
史
は
新
し
く
、
そ
の
政
策
に
明
確
な
差
別
化
は
打
ち

出
せ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
自
由
先
進
党
は
二
〇
〇
七
年
の
大
統
領
選
挙
に
無
所
属
で
出
馬
し
た
イ
・
フ
ェ
チ
ャ
ン
候

補
を
中
心
と
し
た
保
守
政
党
で
あ
り
、
イ
・
フ
ェ
チ
ャ
ン
の
出
身
地
で
あ
る
韓
国
の
忠
清
道
地
域
の
支
持
を
そ
の
政
治
的
基
盤
と
し

て
い
る
。
自
由
先
進
党
は
、
有
意
な
影
響
力
を
み
せ
た
公
約
の
う
ち
、
司
法
・
警
察
と
国
家
安
保
法
・
北
朝
鮮
関
係
を
除
い
て
は
全

て
負
で
有
意
な
値
を
示
し
て
お
り
、
小
さ
な
政
府
を
目
指
す
と
い
う
保
守
政
党
の
性
質
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

所
属
政
党
に
次
い
で
大
き
な
影
響
力
を
み
せ
た
の
は
、
地
域
特
性
で
あ
る
。
特
に
「
都
市
︱
農
村
」
軸
は
一
六
も
の
公
約
に
お
い

て
有
意
な
値
を
示
し
て
お
り
、
日
米
と
比
較
し
て
も
規
定
要
因
と
し
て
の
影
響
が
大
き
い
と
い
う
点
で
も
特
徴
的
で
あ
る
。
以
下
、
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「
都
市
︱
農
村
」
の
地
域
特
性
に
よ
る
相
違
点
を
み
て
い
く
。

　
「
都
市
︱
農
村
」
の
軸
で
有
意
な
公
約
を
み
る
と
、
都
市
部
に
お
い
て
は
、
社
会
格
差
の
是
正
や
地
域
の
産
業
に
か
か
わ
る
公
約

は
あ
ま
り
提
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
社
会
格
差
、
農
林
水
産
、
商
工
鉱
業
、
産
業
・
中
小
企
業
、
国
土
・
地
域
開

発
な
ど
は
全
て
負
で
有
意
な
値
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
都
市
部
を
中
心
と
し
た
輸
出
産
業
の
追
い
風
と
な
る
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ

や
、
都
市
部
の
リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
に
合
わ
せ
た
環
境
な
ど
の
公
約
が
正
で
有
意
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
の
二
〇
〇
八

年
の
選
挙
に
お
い
て
、「
都
市
︱
農
村
」
の
軸
は
、
日
米
と
比
べ
て
も
多
く
の
公
約
の
規
定
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
韓
国
に
お
け
る
地
域
格
差
の
拡
大
で
あ
ろ
う
。
韓
国
で
は
、
都
市
部
と
そ
れ
以
外
の

地
域
の
格
差
が
大
き
く
開
い
て
お
り
、
多
く
の
社
会
経
済
的
資
源
が
首
都
で
あ
る
ソ
ウ
ル
を
中
心
と
し
た
都
市
部
に
集
中
し
て
い
る）（（
（

。

今
回
の
分
析
結
果
は
、
都
市
と
そ
れ
以
外
の
地
域
の
格
差
の
拡
大
が
選
挙
の
公
約
に
も
表
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

次
に
、
候
補
者
の
経
歴
に
つ
い
て
み
る
と
、
国
会
議
員
と
首
長
が
比
較
的
大
き
な
影
響
力
を
み
せ
た
。
国
会
議
員
は
社
会
福
祉

（
一
〇
％
有
意
水
準
）、
教
育
・
労
働
、
運
輸
・
通
信
、
そ
し
て
国
土
・
地
域
開
発
の
変
数
に
お
い
て
正
で
有
意
な
影
響
力
を
示
し
て

い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
係
数
は
全
て
〇
・
七
を
超
え
る
な
ど
相
対
的
に
高
く
、
影
響
力
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
、

社
会
福
祉
と
地
元
の
産
業
に
も
か
か
わ
る
分
野
で
あ
り
、
各
国
会
議
員
が
地
元
を
考
慮
に
入
れ
た
公
約
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま

た
、
首
長
の
経
歴
は
、
社
会
福
祉
、
科
学
・
技
術
、
統
一
・
外
交
（
負
で
有
意
）、
運
輸
・
通
信
、
産
業
・
中
小
企
業
（
五
％
水
準
）、

そ
し
て
国
土
・
地
域
開
発
で
有
意
な
影
響
力
を
示
し
て
い
る
。
運
輸
・
通
信
、
産
業
・
中
小
企
業
、
国
土
・
地
域
開
発
な
ど
、
地
域

の
発
展
に
か
か
わ
る
公
約
の
増
税
を
よ
り
訴
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
の
首
長
経
験
者
は
、
各
地
域
を
よ
り
理
解
し
、
地
域
に
密

着
し
た
公
約
を
提
示
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
公
約
別
に
目
立
つ
傾
向
が
あ
る
の
か
み
て
み
た
い
。
ま
ず
、
統
一
・
外
交
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
か
か
わ
ら
ず
全
て

の
政
党
が
負
に
有
意
な
値
を
示
し
て
お
り
、
全
体
的
に
統
一
・
外
交
費
用
を
減
ら
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
に
つ
い
て
主
要
政
党
間
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で
合
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
一
般
公
共
行
政
に
お
い
て
も
類
似
し
た
傾
向
が
み
ら
れ
、
全
て
の
政
党
が
負
の

値
で
有
意
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
政
面
で
の
縮
減
も
同
様
に
合
意
争
点
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

３　

政
治
意
識
と
投
票
行
動
︱
︱
市
民
は
何
を
選
択
し
た
の
か
？

　

３
・
１　

分
析
枠
組
み
：
政
治
意
識
お
よ
び
選
挙
公
約
の
乖
離

　

韓
国
の
デ
ー
タ

　

韓
国
の
分
析
で
は
、
二
〇
〇
七
年
二
月
に
慶
應
義
塾
大
学
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
多
文
化
市
民
意
識
研
究
セ
ン
タ
ー
が

韓
国
で
行
っ
た
「
多
文
化
世
界
に
お
け
る
市
民
意
識
の
動
態
調
査
」
を
使
用
す
る
。）

（（
（

同
調
査
は
、
韓
国
全
国
を
対
象
と
し
た
面
接
調

査
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
は
、
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
政
権
最
後
の
年
を
迎
え
、
同
年
の
年
末
に
は
大
統
領
選
挙
を
控
え
て
い
た
。
韓
国
国

内
で
行
わ
れ
て
い
る
代
表
的
な
世
論
調
査
デ
ー
タ
に
は
、
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
、
韓
国
選
挙
研
究
会
、
そ
し
て
韓
国
社
会
科
学

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
（
Ｋ
Ｓ
Ｄ
Ｃ
）
が
行
っ
て
き
た
有
権
者
意
識
調
査
（
以
下
、
韓
国
有
権
者
意
識
調
査
）
が
あ
る
。
韓
国
有
権
者
意
識

調
査
は
、
一
九
九
二
年
以
降
に
行
わ
れ
た
全
て
の
大
統
領
選
挙
、
そ
し
て
国
会
議
員
選
挙
時
に
面
接
調
査
を
行
っ
て
い
る
。）

（（
（

し
か
し
、

韓
国
有
権
者
意
識
調
査
は
、
共
同
調
査
機
関
で
あ
る
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
に
関
す
る
設
問
を
多
く
含
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
、
必

ず
し
も
学
術
的
な
投
票
行
動
・
市
民
意
識
に
関
す
る
設
問
が
十
分
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
調
査
主
体
が
選
挙
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
設
問
が
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
特
に
他
国
と
の
比
較
分
析
を
行
う
際
に
同
デ
ー
タ

の
み
で
は
分
析
に
制
限
が
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
慶
應
義
塾
大
学
多
文
化
市
民
意
識
研
究
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
た
調

査
は
、
投
票
行
動
・
市
民
意
識
に
関
す
る
設
問
を
多
く
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
貴
重
な
デ
ー
タ
で
あ
り
、
本
章
で
比
較
分
析
を
行

う
際
に
も
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
同
調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
選
挙
直
前
で
は
な
く
、
大
統
領
選
挙
を
一
〇
ケ
月
後
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に
控
え
た
時
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
次
節
以
降
分
析
を
行
う
。

　

３
・
２　

韓
国
の
政
治
意
識

　

３
・
２
・
１　

公
約
と
得
票
率

　

ま
ず
、
選
挙
公
約
と
得
票
率
の
関
係
か
ら
確
認
し
た
い
。
表
４
は
、
二
〇
〇
八
年
の
国
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
公
約

と
得
票
率
の
相
関
関
係
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
表
４
の
示
す
通
り
、
こ
の
分
析
か
ら
は
、
公
約
に
よ
っ
て
得
票
率
と
の
相
関
関
係
に

は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
公
約
の
提
示
が
常
に
得
票
率
に
繫
が
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
選
挙
公
約
を

み
て
い
く
と
、
ま
ず
、
社
会
福
祉
、
教
育
・
労
働
な
ど
の
福
祉
分
野
と
、
運
輸
・
通
信
、
産
業
・
中
小
企
業
、
国
土
・
地
域
開
発
、

四
大
河
整
備
事
業
な
ど
の
産
業
、
国
土
開
発
関
連
が
得
票
率
と
正
の
関
係
を
み
せ
て
い
る
。
ま
た
、
科
学
・
技
術
、
環
境
、
司
法
・

警
察
な
ど
も
正
の
値
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
、

相
対
的
に
高
い
相
関
を
示
し
て
い
る
の
が
、
国

土
・
地
域
開
発
（
〇
・
三
一
）、
運
輸
・
通
信

（
〇
・
二
四
）
な
ど
で
あ
る
。
一
方
で
、
統
一
・

外
交
、
地
方
自
治
、
一
般
公
共
行
政
、
対
米
関
係

（
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
）、
そ
し
て
社
会
格
差
は
得
票
率
と

負
の
相
関
が
あ
る
。
特
に
、
統
一
・
外
交
（
マ
イ

ナ
ス
〇
・
三
三
）、
一
般
公
共
行
政
（
マ
イ
ナ
ス

〇
・
二
七
）
は
相
対
的
に
高
い
負
の
相
関
を
示
し

た
。）

（（
（

こ
の
よ
う
に
、
韓
国
に
お
い
て
も
、
日
米
と

0.120 *
0.022
0.025
0.091 *
0.202 *
0.039

−0.328 *
0.047
0.018
0.243 *

−0.106 *
0.204 *
0.310 *
0.197 *

−0.266 *
0.146 *
0.000
0.021
0.063 *

−0.076 *
−0.068 *

0.028
0.049
0.001

N 1,113
*: p<0.05

表 4　韓国の選挙公約と得票率の
相関係数（2008 年）



2（

法学研究 86 巻 10 号（2013：10）

同
様
に
常
に
公
約
の
提
示
が
得
票
率
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
次
の
項
で
は
、
サ
ー
ベ
イ

デ
ー
タ
を
用
い
て
公
約
と
有
権
者
の
投
票
行
動
を
み
て
み
た
い
。

　

３
・
２
・
２　

有
権
者
の
政
策
的
立
場
の
自
己
認
知
お
よ
び
政
党
の
政
策
位
置
と
政
党
支
持

　

本
項
で
は
、
韓
国
で
二
〇
〇
七
年
二
月
に
行
わ
れ
た
サ
ー
ベ
イ
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
候
補
者
が
提
示
す
る
公
約
と
有
権
者
の
政
策

位
置
と
の
乖
離
が
有
権
者
の
政
党
支
持
に
ど
の
よ
う
な
影
響
力
を
与
え
る
の
か
検
証
を
行
う
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
分
析
に
用
い
た
変

数
に
つ
い
て
留
意
点
を
挙
げ
て
お
く
。
日
米
の
分
析
に
お
い
て
は
従
属
変
数
と
し
て
感
情
温
度
を
使
用
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら

本
サ
ー
ベ
イ
デ
ー
タ
で
は
各
政
党
に
対
す
る
感
情
温
度
に
つ
い
て
尋
ね
た
設
問
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
韓
国
の
分
析
に
お
い
て
は
、

従
属
変
数
と
し
て
感
情
温
度
で
な
く
、
ど
の
政
党
を
支
持
す
る
の
か
に
つ
い
て
直
接
尋
ね
た
「
政
党
支
持
」
の
項
目
を
用
い
る
こ
と

に
す
る
。
こ
の
項
目
で
は
、「
ふ
だ
ん
あ
な
た
は
何
党
を
支
持
し
て
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
、
該
当
す
る
政
党
を
一
つ
答
え
さ
せ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。）

（（
（

分
析
で
は
、
本
項
目
か
ら
各
政
党
に
対
す
る
支
持
を
表
す
ダ
ミ
ー
変
数
を
政
党
ご
と
に
作
成
し
、
従
属
変
数
と

し
て
用
い
た
。
例
え
ば
、「
開
か
れ
た
ウ
リ
党
」
支
持
を
表
す
従
属
変
数
は
、
一
が
開
か
れ
た
ウ
リ
党
支
持
を
表
す
ダ
ミ
ー
変
数
で

あ
る
。
同
質
問
で
は
、
支
持
す
る
政
党
と
し
て
五
つ
の
政
党
が
選
択
肢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
主
要
政
党
と
考
え

ら
れ
る
三
政
党
に
つ
い
て
の
み
分
析
を
行
う
。
主
要
三
政
党
と
は
、
当
時
与
党
で
あ
っ
た
「
開
か
れ
た
ウ
リ
党
」、
最
大
野
党
で

あ
っ
た
「
ハ
ン
ナ
ラ
党
」、
そ
し
て
進
歩
勢
力
で
あ
っ
た
「
民
主
労
働
党
」
で
あ
る
。
ま
た
、
従
属
変
数
が
ダ
ミ
ー
変
数
で
あ
る
た

め
、
プ
ロ
ビ
ッ
ト
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。
日
米
と
の
分
析
結
果
を
比
較
す
る
際
に
は
、
感
情
温
度
で
は
な
く
、
政
党
支
持
を
従
属
変

数
と
し
て
用
い
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

独
立
変
数
と
し
て
は
、
日
米
と
同
様
に
、
近
接
性
モ
デ
ル
と
方
向
性
モ
デ
ル
の
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
デ
ル
に
基
づ
き
算
出
し
た
政
策
効

用
の
二
変
数
を
用
い
る
。
な
お
、
韓
国
調
査
に
お
い
て
は
、
政
策
効
用
の
変
数
に
お
い
て
も
留
意
点
が
存
在
す
る
。
同
調
査
で
は
、
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三
つ
の
政
策
項
目
に
つ
い
て
、
有
権
者
自
身
の
立
場
を
尋
ね
て
い
る
。
三
つ
の
政
策
項
目
と
は
、
⑴
「
不
動
産
価
格
」、
⑵
「
北
朝

鮮
政
策
」、
そ
し
て
⑶
「
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
締
結
」
で）（（
（

、
と
も
に
韓
国
に
お
い
て
二
〇
〇
七
年
の
大
統
領
選
挙
、
そ
し
て
二
〇
〇
八
年
の

国
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
も
重
要
な
争
点
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
各
政
党
に
よ
り
そ
の
政
策
の
方
向
性
も
大
き
く
異
な
る
政
策
項

目
で
あ
る
。
重
要
度
の
高
い
争
点
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
政
策
に
対
す
る
各
政
党
の
方
向
性
も
明
確
に
異
な
る
こ
と
か
ら
、
有
権
者
の

政
策
効
用
を
検
証
す
る
に
は
適
切
な
項
目
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
調
査
で
は
、
上
記
の
三
つ
の
政
策
に
つ
い
て
有
権
者
の
立
場

を
尋
ね
る
に
と
ど
ま
り
、
各
政
党
が
同
政
策
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
有
権
者
の
政

党
認
知
は
尋
ね
て
い
な
い
。
し
か
し
、
上
記
の
三
つ
の
政
策
に
対
す
る
各
党
の
政
策
の
方
向
性
が
非
常
に
明
確
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

単
発
的
な
争
点
で
は
な
く
、
比
較
的
長
期
に
わ
た
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
論
点
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
重
要
度
と
と
も
に
注
目
度
が

非
常
に
高
い
争
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
各
政
党
の
政
策
位
置
は
有
権
者
間
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
項
で
は
、
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
で
の
報
道
な
ど
を
参
照
し
、
三
つ
の
政
策
に
お
け
る
主
要
政
党
三
党
の
客
観
的
な
政
策

位
置
を
作
成
し
た
。
先
述
の
通
り
、
当
時
の
主
要
政
党
三
党
と
は
、
与
党
で
あ
っ
た
「
開
か
れ
た
ウ
リ
党
」、
最
大
野
党
で
あ
っ
た

「
ハ
ン
ナ
ラ
党
」、
そ
し
て
「
民
主
労
働
党
」
で
あ
る
。
ま
ず
、「
不
動
産
価
格
」
か
ら
み
て
み
よ
う
。
韓
国
に
お
い
て
、
主
に
ソ
ウ

ル
を
中
心
と
し
た
首
都
圏
の
不
動
産
の
価
格
を
い
か
に
安
定
化
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
政
府
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
き
た
。）

（（
（

ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
政
権
は
、
不
動
産
価
格
の
高
騰
を
抑
え
る
た
め
に
は
投
機
需
要
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
不
動
産
に
対

す
る
投
機
需
要
を
抑
制
す
る
た
め
に
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
政
権
が
と
っ
た
政
策
は
、
⑴
総
合
不
動
産
税
と
譲
渡
所
得
税
の
増
額
な
ど
、
不

動
産
に
関
す
る
税
負
担
を
増
や
す
こ
と
、
⑵
再
開
発
・
再
建
築
、
分
譲
価
格
の
制
限
な
ど
、
供
給
面
に
お
け
る
規
制
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
調
査
当
時
与
党
で
あ
っ
た
開
か
れ
た
ウ
リ
党
の
不
動
産
に
関
す
る
政
策
位
置
は
、
Ａ
（
総
合
不
動
産
税
、
譲
渡
所
得
税
を
増

額
）
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
民
主
労
働
党
も
不
動
産
政
策
に
関
し
て
は
開
か
れ
た
ウ
リ
党
と
大
筋
類
似
し
た
主

張
を
し
て
い
た
。
民
主
労
働
党
は
韓
国
に
お
け
る
経
済
格
差
を
是
正
す
る
た
め
、
富
裕
層
に
対
す
る
課
税
を
増
や
し
、
よ
り
福
祉
を
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増
や
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
不
動
産
政
策
に
お
い
て
も
富
裕
層
に
課
税
す
る
政
策
が
必
要
だ
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

民
主
労
働
党
の
政
策
位
置
も
Ａ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
は
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
政
権
の
政
策
が
富
裕
層
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
過
度
な
課
税
と
市
場
の
流
れ
に
そ
む
く
不
動
産
規
制
で
あ
る
と
し
て
批
判
を
行
っ
て
き
た
。
ハ
ン
ナ
ラ
党
は
過

度
な
課
税
と
不
動
産
規
制
を
緩
和
し
、
よ
り
供
給
を
増
や
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
よ
っ
て
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
政
策
位
置
は
Ｂ

（
供
給
量
を
増
や
す
）
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。

　

次
に
、「
北
朝
鮮
政
策
」
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
韓
国
で
は
、
北
朝
鮮
政
策
に
関
し
て
進
歩
勢
力
と
保
守
勢
力
で
意
見
が
明
確

に
分
か
れ
て
い
る
。
保
守
勢
力
が
北
朝
鮮
を
敵
国
と
認
識
し
強
硬
な
姿
勢
を
と
る
一
方
で
、
進
歩
勢
力
は
宥
和
政
策
を
と
る
必
要
が

あ
る
と
主
張
し
て
き
た
。
進
歩
勢
力
で
あ
る
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
政
権
と
与
党
で
あ
る
開
か
れ
た
ウ
リ
党
も
、
キ
ム
・
デ
ジ
ュ
ン
政
権）（（
（

か

ら
行
わ
れ
て
き
た
北
朝
鮮
に
対
す
る
包
容
政
策
を
引
き
継
い
で
き
た
。
民
主
労
働
党
も
北
朝
鮮
政
策
に
お
い
て
は
、
包
容
政
策
を
支

持
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
開
か
れ
た
ウ
リ
党
と
民
主
労
働
党
は
、
北
朝
鮮
対
策
に
お
い
て
の
政
策
位
置
は
Ａ
（
包
容
政
策
を
継
続
）

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。
そ
の
一
方
で
、
最
大
保
守
勢
力
で
あ
る
ハ
ン
ナ
ラ
党
は
北
朝
鮮
に
対
し
て
は
強
硬
な
姿
勢
を

と
っ
て
お
り
、
特
に
包
容
政
策
に
関
し
て
は
前
政
権
で
あ
る
キ
ム
・
デ
ジ
ュ
ン
政
権
の
頃
か
ら
批
判
を
続
け
て
き
た
。
そ
の
た
め
、

ハ
ン
ナ
ラ
党
の
政
策
位
置
は
Ｂ
（
包
容
政
策
を
改
め
る
）
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

最
後
に
、「
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
締
結
」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
政
権
が
二
〇
〇
六
年
に
米

国
側
が
提
示
し
た
諸
条
件
を
受
け
入
れ
た
こ
と
か
ら
協
議
が
本
格
化
し
、
二
〇
〇
七
年
四
月
に
最
終
的
に
妥
結
さ
れ
た
。）

（（
（

本
世
論
調

査
が
行
わ
れ
た
二
〇
〇
七
年
の
二
月
は
Ｆ
Ｔ
Ａ
協
議
の
最
終
段
階
の
頃
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
国
内
の
反
対
世
論
に
も
か
か
わ
ら

ず
強
く
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
推
進
し
た
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
大
統
領
と
与
党
の
政
策
位
置
は
、
Ａ
（
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
締
結
す
べ
き
）
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ハ
ン
ナ
ラ
党
は
最
大
野
党
で
あ
っ
た
が
、
市
場
を
開
放
し
輸
出
産
業
の
国
際
競
争
力
を
高
め
る
可
能
性
が
あ
る
米
韓
Ｆ

Ｔ
Ａ
は
、
保
守
政
党
の
思
想
と
も
合
致
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
詳
細
な
内
容
に
こ
そ
異
論
が
あ
る
に
せ
よ
、
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
つ
い
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て
は
基
本
的
に
賛
成
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
た
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
政
策
位
置
も
Ａ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
民
主
労
働
党
は
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
国
内
の
格
差
を
よ
り
広
げ
、
国
内
の
農
業
を
切
り
捨
て
る
も
の
だ
と
し
て
強
く
反
対

し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
民
主
労
働
党
の
政
策
位
置
は
Ｂ
（
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
締
結
す
べ
き
で
な
い
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。
以
上
の
よ

う
に
、
三
つ
の
政
策
に
対
す
る
三
党
の
政
策
位
置
を
作
成
し
、）

（（
（

政
策
効
用
の
二
変
数
で
あ
る
近
接
性
と
方
向
性
は
、
こ
れ
ら
の
各
政

党
の
政
策
位
置
と
有
権
者
が
考
え
る
自
身
の
立
場
を
用
い
て
、
三
つ
の
政
策
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
た
。
さ
ら
に
、
各
政
策
の

政
策
効
用
の
合
計
値
を
合
わ
せ
た
変
数
も
作
成
し
た
。
統
制
変
数
と
し
て
は
、
有
権
者
の
属
性
と
し
て
、
性
別
、
年
齢
、
教
育
程
度
、

世
帯
所
得
を
用
い
た
。）

（（
（

ま
た
、
大
統
領
業
績
評
価）（（
（

、
生
活
満
足
度）（（
（

、
政
治
関
心）（（
（

、
政
治
的
有
効
性
感
覚）（（
（

、
政
治
信
頼）（（
（

、
そ
し
て
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー）（（
（

を
投
入
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
政
策
効
用
が
政
党
支
持
に
与
え
る
影
響
を
確
認
し
た
い
。
分
析
に
お
い
て
は
、
近
接
性
モ
デ
ル
と
方
向
性
モ
デ
ル
で

そ
れ
ぞ
れ
算
出
し
た
政
策
効
用
に
つ
い
て
、
全
て
の
政
策
の
合
計
と
政
策
ご
と
の
政
策
効
用
で
推
定
し
た
。
先
述
し
た
通
り
、
従
属

変
数
は
各
政
党
支
持
を
一
と
す
る
ダ
ミ
ー
変
数
で
あ
る
た
め
、
プ
ロ
ビ
ッ
ト
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。

　

政
策
ご
と
の
政
策
効
用
を
推
定
し
た
結
果
は
、
表
５
に
、
全
て
の
政
策
の
合
計
の
政
策
効
用
を
推
定
し
た
結
果
は
、
表
６
に
示
さ

れ
て
い
る
。
ま
ず
、
政
策
ご
と
の
結
果
を
み
る
と
、
全
て
の
政
党
に
お
い
て
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
近
接
性
、
方
向
性
の
政
策
効
用
が

政
党
支
持
に
正
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
表
５
）。
そ
の
一
方
で
、
不
動
産
税
や
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
い
ず
れ
の
政
党
に
お
い

て
も
有
意
な
影
響
力
を
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
他
の
主
要
政
策
よ
り
も
、
北
朝
鮮
政
策
に
対
す
る
政
策
効
用
が
ど

の
政
党
を
支
持
す
る
か
を
規
定
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
韓
国
に
お
い
て
は
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
政
策
は
建
国
当

初
か
ら
国
論
を
二
分
す
る
重
要
な
争
点
で
あ
り
、
地
域
主
義
な
ど
と
と
も
に
政
党
支
持
や
投
票
方
向
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
要
因

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
本
分
析
か
ら
も
、
韓
国
の
有
権
者
に
と
っ
て
北
朝
鮮
政
策
は
基
底
的
な
要
因
で
あ
り
、
そ
の
政
策
効

用
が
政
党
支
持
に
大
き
く
、
ま
た
一
貫
し
た
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
不
動
産
税
と
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
、
当
時
最
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−0.006 −0.012 −0.008 −0.022 0.002 0.010
0.020* 0.048* 0.027*** 0.052*** 0.028* 0.065**

−0.011 −0.015 −0.001 −0.002 0.013 0.041
0.673*** 0.665*** −0.317*** −0.316*** 0.042 0.039

−0.004 −0.002 −0.028 −0.028 −0.012 −0.013
0.117 0.118 0.129** 0.128** 0.018 0.013

−0.013 −0.013 −0.021 −0.022 −0.007 −0.011
0.057* 0.057* 0.024 0.024 −0.006 −0.004
0.105 0.118 0.044 0.049 −0.008 −0.005

−0.007 −0.008 0.010** 0.010* −0.019* −0.020**
−0.102 −0.105 0.012 0.014 −0.006 −0.006

0.096 0.095 −0.050 −0.050 0.049 0.055
0.009 0.012 0.038 0.040 −0.032 −0.027

−3.397*** −3.388*** −0.412 −0.547 −0.691 −0.952
Pseudo R2 0.192 0.193 0.064 0.064 0.052 0.060
N 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186

***:p<0.001　**: 0.001 p<0.01　*: 0.01 p<0.05 

表 5　有権者の政策的立場の自己認識および政党の政策位置と政党支持（政策ごと）

0.002 0.008 0.005 0.007 0.014* 0.036**
0.686*** 0.678*** −0.338*** −0.339*** 0.059 0.051
0.003 0.003 −0.026 −0.026 −0.014 −0.015
0.120 0.120 0.123** 0.123 0.026 0.022

−0.015 −0.016 −0.020 −0.021 −0.007 −0.011
0.056* 0.056* 0.022 0.022 −0.004 −0.003
0.106 0.115 0.063 0.066 −0.013 −0.006

−0.007 −0.007 0.009* 0.009* −0.018* −0.019*
−0.100 −0.102 0.001 0.001 −0.001 −0.002

0.093 0.092 −0.054 −0.053 0.049 0.052
0.008 0.008 0.041 0.041 −0.033 −0.030

−3.474*** −3.462*** −0.266 −0.350 −0.799 −1.022
 Pseudo R2 0.185 0.185 0.055 0.054 0.047 0.054
N 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186

***: p <0.001　**: 0.001 p<0.01　*: 0.01 p<0.05

表 6　有権者の政策的立場の自己認識および政党の政策位置と政党支持（政策合計）
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も
重
要
な
争
点
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
政
策
効
用
が
政
党
支
持
に
ま
で
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

次
に
、
全
体
の
政
策
を
合
計
し
た
政
策
効
用
の
分
析
を
み
る
と
、
民
主
労
働
党
に
対
し
て
の
み
政
策
効
用
が
正
で
有
意
な
値
を
示

し
て
い
る
（
近
接
性
と
方
向
性
双
方
と
も
に
有
意
）。
一
方
で
、
開
か
れ
た
ウ
リ
党
と
ハ
ン
ナ
ラ
党
に
お
い
て
は
、
政
策
効
用
の
変
数

は
い
ず
れ
も
有
意
に
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
政
策
効
用
が
政
党
支
持
に
繫
が
っ
て
い
る
の
は
民
主
労
働
党
の
み
で
あ
る
と
い
え

る
。
先
述
し
た
通
り
、
民
主
労
働
党
は
進
歩
左
派
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
掲
げ
る
中
小
政
党
の
一
つ
で
、
そ
の
理
念
と
彼
ら
が
示
す
公
約

は
他
党
と
明
確
に
差
別
化
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
一
貫
し
て
い
る
。
前
章
で
も
み
た
通
り
、
候
補
者
が
提
示
し
た
民
主
労
働
党
の
公
約

は
、
そ
の
方
向
性
に
一
貫
性
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
民
主
労
働
党
は
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
与
党
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

実
際
に
政
権
の
運
営
に
参
加
し
た
こ
と
が
な
く
、
彼
ら
の
公
約
が
実
現
可
能
で
あ
る
の
か
、
矛
盾
が
生
じ
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に

直
面
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
政
党
の
理
念
に
基
づ
い
た
一
貫
し
た
主
張
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
民
主

労
働
党
に
お
い
て
は
、
党
の
理
念
と
公
約
が
一
貫
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
他
党
と
も
明
確
に
差
別
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
政
策
効

用
が
有
意
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
統
制
変
数
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
大
統
領
業
績
評
価
は
開
か
れ
た
ウ
リ
党
で
有
意
な
正
の
値
を
示
し
て
い
る
一
方
、

ハ
ン
ナ
ラ
党
で
は
負
で
有
意
な
値
を
示
し
て
い
る
。
調
査
当
時
の
大
統
領
は
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
大
統
領
で
あ
り
、
開
か
れ
た
ウ
リ
党
は

与
党
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
い
る
最
大
野
党
が
ハ
ン
ナ
ラ
党
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
結
果
は
そ
の
よ
う
な
状
況
を
反

映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
年
齢
が
高
い
ほ
ど
、
保
守
政
党
で
あ
る
ハ
ン
ナ
ラ
党
を
よ
り
支
持
し
、
年
齢
が
若
い
ほ
ど
、

進
歩
政
党
で
あ
る
民
主
労
働
党
を
よ
り
支
持
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
韓
国
で
は
、
世
代
間
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
乖
離
が
存

在
す
る
こ
と
が
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本
結
果
も
そ
の
よ
う
な
結
果
と
一
貫
し
て
い
る
。）

（（
（

さ
ら
に
政
治
信
頼
が
高
い
ほ

ど
、
与
党
で
あ
る
開
か
れ
た
ウ
リ
党
を
よ
り
支
持
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
統
制
変
数
は
、
各
政
策
を
個
別
に
み
た
モ
デ

ル
、
そ
し
て
全
て
の
政
策
を
合
計
し
た
モ
デ
ル
双
方
で
同
様
の
結
果
を
示
し
て
い
る
。
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３
・
２
・
３　

韓
国
に
お
け
る
有
権
者
の
政
策
的
立
場
の
自
己
認
知
お
よ
び
政
党
の
政
策
位
置
と
投
票
行
動

　

次
に
、
政
策
効
用
が
投
票
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
検
証
を
行
い
た
い
。
日
米
の
分
析
に
お
い
て
は
、
各
選
挙
に

お
け
る
実
際
の
投
票
行
動
を
尋
ね
た
項
目
を
用
い
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
韓
国
の
調
査
が
行
わ
れ
た
二
〇
〇
七
年
二
月
は
選
挙
が

行
わ
れ
た
時
期
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
投
票
行
動
を
尋
ね
た
項
目
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
分
析
で
は
、「
も
し
明
日
、
大

統
領
選
挙
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
誰
に
投
票
し
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
項
目
を
用
い
て
、
投
票
行
動
の
代
理
変
数
を
作
成

し
、
分
析
の
従
属
変
数
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
調
査
が
行
わ
れ
た
二
〇
〇
七
年
二
月
は
、
同
年
末
に
行
わ
れ
る
大
統
領

選
挙
に
向
け
た
準
備
が
始
ま
っ
た
頃
で
あ
り
、
各
政
党
の
主
要
な
大
統
領
候
補
に
つ
い
て
も
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

質
問
項
目
に
は
、
当
時
有
力
な
大
統
領
候
補
だ
と
思
わ
れ
る
各
主
要
政
党
の
候
補
者
が
選
択
肢
に
提
示
さ
れ
、
一
つ
の
回
答
を
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
政
党
を
代
表
す
る
大
統
領
候
補
に
投
票
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
政
党
に
対
す
る
投
票
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
各
政
党
を
代
表
す
る
大
統
領
候
補
へ
の
支
持
を
政
党
へ
の
支
持
と
捉
え
、
各
政
党
へ
の
投

票
行
動
と
い
う
代
理
変
数
を
作
成
し
た
。
そ
の
際
に
、
与
党
で
あ
っ
た
開
か
れ
た
ウ
リ
党
、
そ
し
て
ハ
ン
ナ
ラ
党
以
外
の
候
補
者
に

投
票
す
る
と
い
う
回
答
が
四
％
に
も
満
た
な
か
っ
た
た
め
、
分
析
で
は
こ
の
二
党
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
。）

（（
（

本
分
析
の
従
属
変
数

も
ダ
ミ
ー
変
数
で
あ
る
た
め
、
分
析
に
は
プ
ロ
ビ
ッ
ト
回
帰
分
析
を
使
用
し
た
。
独
立
変
数
は
、
前
節
の
分
析
と
同
様
、
近
接
性
モ

デ
ル
と
方
向
性
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
各
政
策
の
合
計
と
政
策
ご
と
の
政
策
効
用
と
で
そ
れ
ぞ
れ
推
定
し
た
。
ま
た
、
統
制
変
数
も
前

節
と
同
様
の
変
数
を
使
用
し
た
。

　

分
析
結
果
は
、
表
７
と
表
８
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
政
策
ご
と
の
分
析
か
ら
み
て
み
よ
う
（
表
７
）。
政
策
効
用
で
は
、
開

か
れ
た
ウ
リ
党
を
従
属
変
数
に
し
た
分
析
で
、
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
み
有
意
に
な
っ
て
お
り
（
近
接
性
の
み
）、
そ
の
係
数
は
負
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
政
策
に
つ
い
て
、
開
か
れ
た
ウ
リ
党
に
政
策
効
用
を
感
じ
な
い
有
権
者
ほ
ど
、
開
か
れ
た
ウ
リ
党
に
投
票
す
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0.001 0.009 0.009 0.012
0.010 0.032 0.010 0.023

−0.023 * −0.042 0.003 0.008
0.277 ** 0.264 ** −0.224 *** −0.223 ***
0.113 ** 0.115 ** −0.002 −0.002
0.046 0.052 0.113 ** 0.112 **

−0.027 −0.028 −0.012 −0.013
0.010 0.009 −0.030 −0.030
0.008 0.025 −0.020 −0.015

−0.002 −0.003 −0.001 −0.001
−0.044 −0.048 −0.007 −0.007

0.080 0.079 −0.007 −0.007
−0.036 −0.034 0.060 ** 0.060 **
−2.998 *** −2.874 *** 0.568 0.435

 Pseudo R2 0.083 0.082 0.034 0.034
N 1,186 1,186 1,186 1,186
***: p <0.001　**: 0.001 p<0.01　*: 0.01 p<0.05

表 7　有権者の政策的立場の自己認知および政党の政策位置と投票行動
　　（大統領選挙・政策ごと）

−0.003 0.002  0.008 * 0.015 *
0.292 *** 0.279 ** −0.231 *** −0.231 ***
0.118 ** 0.117 ** −0.001 −0.002
0.049 0.052 0.112 ** 0.112 **

−0.022 −0.022 −0.012 −0.013
0.008 0.007 −0.031 −0.031
0.012 0.029  −0.011 −0.008

−0.003 −0.003  −0.001 −0.002
−0.052 −0.056  −0.010 −0.010

0.072 0.070  −0.009 −0.009
−0.034 −0.034  0.060 ** 0.061 **

 Pseudo R2 0.072 0.071 0.034 0.033
N 1,186 1,186  1,186 1,186
***: p <0.001　**: 0.001 p<0.01　*: 0.01 p <0.05

表 8　有権者の政策的立場の自己認知および政党の政策位置と投票行動
　　（大統領選挙・政策合計）
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る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
、
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
大
統
領
が
二
〇
〇
六
年
か
ら
積
極
的
に
推
進
し
た
が
、
政
党
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
公
約
と
そ
の
方
向
性
が
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
大

統
領
が
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
推
進
す
る
と
発
表
し
た
と
き
は
野
党
の
み
な
ら
ず
、
党
内
の
議
員
、
そ
し
て
政
党
の
支
持
者
か
ら
多
く
の
反

対
が
あ
っ
た
。
本
分
析
に
お
い
て
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
近
接
性
が
負
で
有
意
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
背
景
を
考
慮
す
る
と
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
来
の
開
か
れ
た
ウ
リ
党
支
持
者
は
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
つ
い
て
反
対
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
開
か
れ
た
ウ
リ
党

が
突
如
と
し
て
方
向
を
転
換
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
有
権
者
と
党
の
間
に
乖
離
が
生
じ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
乖
離
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
以
外
の
面
で
は
開
か
れ
た
ウ
リ
党
を
支
持
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
他
の
政
策
ご
と
の
効
用
変
数
は
、
い
ず
れ
も
有
意
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

こ
こ
で
政
策
合
計
の
結
果
を
み
る
と
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
に
対
す
る
政
策
効
用
に
お
い
て
、
近
接
性
モ
デ
ル
と
方
向
性
モ
デ
ル
が
双
方

と
も
に
正
で
有
意
に
な
っ
て
い
る
（
表
８
）。
個
別
の
政
策
で
は
有
意
な
結
果
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
政
策
全
体
の
効
用
が
ハ
ン

ナ
ラ
党
に
近
い
有
権
者
は
ハ
ン
ナ
ラ
党
に
投
票
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ハ
ン
ナ
ラ
党
は
、
最
大
保
守
政
党
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
韓
国
の
多
く
の
政
党
が
数
年
で
創
設
と
解
体
を
繰
り
返
す
中
、
一
〇
年
以
上
継
続
し
て
い
た
比
較
的
安
定
的
な
政
党

で
あ
る）（（
（

。
そ
の
た
め
、
政
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
策
の
方
向
性
も
比
較
的
一
貫
し
て
お
り
、
本
分
析
に
お
い
て
政
策
効
用
が
ハ
ン

ナ
ラ
党
に
有
意
で
あ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
背
景
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

統
制
変
数
を
み
る
と
、
政
策
ご
と
の
分
析
と
同
様
に
、
大
統
領
業
績
評
価
が
開
か
れ
た
ウ
リ
党
で
正
に
有
意
に
な
っ
て
い
る
一
方

で
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
で
は
負
で
有
意
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
生
活
満
足
度
が
開
か
れ
た
ウ
リ
党
の
分
析
に
お
い
て
正
で
有
意
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ハ
ン
ナ
ラ
党
で
有
意
な
正
の
値
に
な
っ
て
お
り
、
自
分
が
保
守
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
い

る
と
考
え
て
い
る
人
ほ
ど
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
に
投
票
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
1
）　

小
林
良
彰
「
代
議
制
民
主
主
義
の
機
能
に
関
す
る
計
量
分
析
︱
日
本
を
事
例
と
し
て
︱
」『
日
本
比
較
政
治
学
会
年
報
第
一
四
号
・

現
代
民
主
主
義
の
再
検
討
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
九
︱
一
六
八
頁
。
小
林
良
彰
・
岡
田
陽
介
・
鷲
田
任
邦
「
民
主
主

義
の
「
質
」
に
関
す
る
比
較
分
析
（
一
）」『
法
学
研
究
』
第
八
十
六
巻
第
四
号
、
二
〇
一
三
年
、
一
︱
三
五
頁
。
同
「
民
主
主
義
の

「
質
」
に
関
す
る
比
較
分
析
（
二
・
完
）」『
法
学
研
究
』
第
八
十
六
巻
第
五
号
、
二
〇
一
三
年
、
一
︱
四
〇
頁
。
同
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関

す
る
日
米
比
較
（
一
）」『
法
学
研
究
』
第
八
十
六
巻
第
六
号
、
二
〇
一
三
年
、
五
五
︱
一
〇
二
頁
。
同
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
日
米
比

較
（
二
・
完
）」『
法
学
研
究
』
第
八
十
六
巻
第
八
号
、
二
〇
一
三
年
、
一
︱
三
一
頁
。

（
2
）　

世
宗
特
別
自
治
市
は
政
府
行
政
機
関
の
一
部
を
移
転
す
る
目
的
で
、
二
〇
一
二
年
七
月
一
日
新
た
に
設
置
さ
れ
た
。

（
3
）　

韓
国
の
選
挙
制
度
、
公
職
選
挙
法
な
ど
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
韓
国
中
央
管
理
委
員
会<http://w

w
w

.law
.go.kr/>

。

（
（
）　

詳
し
く
は
以
下
を
参
照
。Y

oon, Jong Bin. 

“Electoral Support for Incum
bent Legislators in K

orea: Focused on the 
17th General Election.

” Korean Political Science R
eview

, vol.（0, no.3. 2006. pp.1（（-16（ (K
orean).

（
（
）　

韓
国
の
福
祉
政
策
な
ど
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。K

im
, K

yo-seong. 

“Future D
irection of K

orean W
elfare State.

” 
Social W

elfare Policy, vol.（0, no.1. 2013. pp.31-（（ (K
orean).

（
6
）　

詳
し
く
は
以
下
の
記
事
を
参
照
。T

he H
ankyoreh. 

二
〇
〇
七
年
九
月
一
八
日
、「
大
運
河
公
約
『
党
内
反
対
』
乗
り
越
え
る

か
？
」<http://w

w
w

.hani.co.kr/>

。

（
7
）　

二
〇
〇
八
年
国
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
政
党
の
得
票
率
お
よ
び
議
席
率
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
統
合
民
主
党
：
二
五
・
二
％

（
八
一
議
席
）、
ハ
ン
ナ
ラ
党
：
三
五
・
七
％
（
一
五
三
議
席
）、
自
由
先
進
党
：
六
・
八
％
（
一
八
議
席
）、
親
朴
連
帯
：
一
三
・
二
％

（
一
四
議
席
）。

（
8
）　

イ
・
フ
ェ
チ
ャ
ン
は
、
第
一
五
代
（
一
九
九
七
年
）、
第
一
六
代
（
二
〇
〇
一
年
）
大
統
領
選
挙
に
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
候
補
と
し
て

出
馬
し
落
選
し
た
経
緯
が
あ
る
。

（
（
）　

二
〇
〇
八
年
の
国
会
議
員
選
挙
に
出
馬
し
た
各
政
党
の
候
補
者
数
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
統
合
民
主
党
が
二
二
八
名
、
ハ
ン
ナ
ラ

党
が
二
九
四
名
、
自
由
先
進
党
が
一
一
四
名
、
そ
し
て
親
朴
連
帯
が
六
四
名
で
あ
る
。

（
10
）　

地
域
特
性
の
ア
グ
リ
ゲ
ー
ト
デ
ー
タ
は
、K

orean Statistical Inform
ation Service (K

O
SIS)

か
ら
市
区
町
村
レ
ベ
ル
の
デ
ー

タ
を
収
集
し
、
選
挙
区
別
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
選
挙
区
別
の
ア
グ
リ
ゲ
ー
ト
デ
ー
タ
を
作
成
し
た
。
Ｋ
Ｏ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
は
以
下
を
参
照
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<http://kosis.kr>

。

（
11
）　

第
一
主
成
分
、
第
二
主
成
分
の
寄
与
率
が
比
較
的
低
い
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
12
）　

韓
国
の
地
域
格
差
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。K

im
, Jong Il. 

“A Study on Regional Incom
e D

isparity in 
K

orea.

” Korea R
eview

 of A
pplied E

conom
ics, vol.12, no.1, 2013.  pp.181-202 (K

orean). 
（
13
）　

詳
し
く
は
以
下
を
参
照<http://w

w
w

.coe-ccc.keio.ac.jp/>

。

（
1（
）　

こ
れ
ら
の
サ
ー
ベ
イ
デ
ー
タ
は
韓
国
社
会
科
学
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
（K

orean Social Science D
ata Center: K

SD
C

）
に
て
公

開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
調
査
研
究
機
関
は
、
各
選
挙
時
に
よ
っ
て
異
な
る
。
詳
し
く
は
以
下
を
参
照<http://w

w
w

.ksdc.re.kr/>

。

（
1（
）　

統
一
・
外
交
と
一
般
公
共
行
政
に
お
い
て
は
、
多
く
の
候
補
者
が
同
様
の
公
約
を
掲
げ
て
い
た
（
第
２
章
参
照
）。
こ
の
二
つ
の
公

約
は
、
合
意
争
点
で
あ
り
、
候
補
者
間
で
差
別
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
負
の
相
関
を
示
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
16
）　

政
党
支
持
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
項
目
を
使
用
し
た
。
Ｑ
・
普
段
あ
な
た
は
何
党
を
支
持
し
て
い
ま
す
か
。（
ア
）
開
か
れ
た
ウ
リ

党　
（
イ
）
民
主
党　
（
ウ
）
ハ
ン
ナ
ラ
党　
（
エ
）
民
主
労
働
党　
（
オ
）
国
民
中
心
党

（
17
）　

用
い
た
質
問
項
目
は
以
下
の
三
問
で
あ
る
。
三
問
と
も
に
、
回
答
者
に
は
、
各
争
点
に
つ
い
て
二
つ
の
意
見
（
Ａ
と
Ｂ
）
が
提
示
さ

れ
、
ど
ち
ら
の
意
見
に
よ
り
近
い
の
か
尋
ね
て
い
る
。
各
質
問
項
目
の
二
つ
の
意
見
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
不
動
産
価
格
」
不
動
産

価
格
に
つ
い
て
：
Ａ　

不
動
産
価
格
を
抑
え
る
た
め
に
は
、
総
合
不
動
産
税
や
譲
渡
所
得
税
を
増
額
す
べ
き
で
あ
る
。
Ｂ　

不
動
産
価
格

を
抑
え
る
た
め
に
は
、
住
宅
の
供
給
量
を
増
や
す
べ
き
で
あ
る
。「
北
朝
鮮
政
策
」
北
朝
鮮
に
対
す
る
包
容
政
策
に
つ
い
て
：
Ａ　

北
朝

鮮
と
の
統
一
を
進
め
る
た
め
に
は
、
包
容
政
策
を
継
続
す
べ
き
で
あ
る
。
Ｂ　

北
朝
鮮
と
の
統
一
を
進
め
る
た
め
に
は
、
包
容
政
策
を
改

め
る
べ
き
で
あ
る
。「
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
締
結
」
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
締
結
に
つ
い
て
：
Ａ　

生
産
性
の
向
上
に
寄
与
す
る
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
締
結
す
べ

き
で
あ
る
。
Ｂ　

所
得
分
配
を
悪
化
さ
せ
る
憂
慮
が
あ
る
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
締
結
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
質
問
と
回
答
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
質
問
：
あ
な
た
の
意
見
は
ど
ち
ら
に
近
い
で
す
か
。
回
答
（
四
点
尺
度
）：
１　

Ａ
に
近
い　

２　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
Ａ　

３　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
Ｂ　

４　

Ｂ
に
近
い

（
18
）　

韓
国
の
不
動
産
政
策
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Jung, H

ee N
am

. 

“The Evolution of K
orean Land Policies since 

Independence, 1（（8~2008.

” Korean R
eal E

state R
eview

, vol. 20, N
o.(1), 2010. pp.281-306 (K

orean).

（
1（
）　

中
央
日
報
。
二
〇
〇
七
年
一
月
一
八
日
、「
参
与
政
府
、
不
動
産
政
策
が
こ
じ
れ
た
理
由
」<http://joongang.joins.com

/>

、
韓
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国
経
済
マ
ガ
ジ
ン
、
二
〇
一
二
年
九
月
一
七
日
、「
極
と
極
、
盧
武
鉉
対
李
明
博
政
府
の
不
動
産
政
策
」<http://m

agazine.
hankyung.com

/>

。

（
20
）　

キ
ム
・
デ
ジ
ュ
ン
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
ま
で
務
め
た
韓
国
の
第
一
五
代
大
統
領
で
あ
る
。

（
21
）　

中
央
日
報
。
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
六
日
、「
候
補
の
政
策
、
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
」<http://joongang.joins.com

/>

。

（
22
）　

米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
プ
ロ
セ
ス
や
条
約
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
韓
国
外
交
通
商
資
源
部
が
開
設
し
て
い
る
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

詳
し
い<http://w

w
w

.fta.go.kr/korus/m
ain/index.asp>

。

（
23
）　

中
央
日
報
。
二
〇
〇
七
年
四
月
二
日
、「
盧
武
鉉
︱
朝
中
東
︱
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
三
角
同
盟
、
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
新
た
な
戦
線
を
作
る
」

<http://joongang.joins.com
/>

。

（
2（
）　

具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
政
策
位
置
を
作
成
し
た
。「
不
動
産
価
格
」
⑴
開
か
れ
た
ウ
リ
党
：
Ａ
に
近
い　

⑵
ハ
ン
ナ
ラ
党
：

Ｂ
に
近
い　

⑶
民
主
労
働
党
：
Ａ
に
近
い　
「
北
朝
鮮
政
策
」
⑴
開
か
れ
た
ウ
リ
党
：
Ａ
に
近
い　

⑵
ハ
ン
ナ
ラ
党
：
Ｂ
に
近
い　

⑶
民

主
労
働
党
：
Ａ
に
近
い　
「
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
締
結
」
⑴
開
か
れ
た
ウ
リ
党
：
Ａ
に
近
い　

⑵
ハ
ン
ナ
ラ
党
：
Ａ
に
近
い　

⑶
民
主
労
働
党
：

Ｂ
に
近
い
。

（
2（
）　

性
別
は
、
女
性
を
一
に
し
た
ダ
ミ
ー
変
数
で
あ
る
。
ま
た
、
年
齢
は
一
〇
歳
刻
み
に
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
。
学
歴
の
回
答
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
１　

新
中
学
・
旧
小
・
旧
高
小
、
２　

新
高
校
・
旧
中
学
、
３　

高
専
・
短
大
・
専
修
学
校
、
４　

大
学
・
大
学
院

（
26
）　

本
調
査
に
お
い
て
は
、
大
統
領
に
対
す
る
業
績
評
価
を
直
接
尋
ね
る
項
目
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
分
析
で
は
、
代
理

変
数
と
し
て
大
統
領
を
支
持
し
て
い
る
か
否
か
の
項
目
を
用
い
た
。
Ｑ
・
あ
な
た
は
、
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
大
統
領
を
支
持
し
て
い
ま
す
か
。

回
答
は
四
点
尺
度
で
あ
り
、
高
い
値
ほ
ど
、
大
統
領
に
対
す
る
支
持
を
表
す
。

（
27
）　
Ｑ
・
全
体
的
に
言
っ
て
、
あ
な
た
は
現
在
の
生
活
に
ど
の
程
度
満
足
し
て
い
ま
す
か
。
回
答
は
一
〇
点
尺
度
で
あ
る
。
よ
り
高
い
値

ほ
ど
、
生
活
と
家
計
に
対
す
る
高
い
満
足
度
を
示
す
。

（
28
）　
Ｑ
・
あ
な
た
は
政
治
に
ど
の
程
度
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
か
。
回
答
は
四
点
尺
度
で
、
よ
り
高
い
値
ほ
ど
、
高
い
関
心
を
表
す
。

（
2（
）　

以
下
の
二
問
を
加
算
し
て
作
成
し
た
。
一
つ
は
政
府
、
も
う
一
つ
は
地
方
自
治
体
に
対
す
る
有
効
感
を
尋
ね
て
い
る
。
Ｑ
・
今
、
あ

な
た
に
と
っ
て
、
と
て
も
不
利
益
と
な
る
よ
う
な
決
定
が
（
設
問
１
）
政
府
の
中
／
（
設
問
２
）
地
方
自
治
体
の
中
で
議
論
さ
れ
て
い
る

と
仮
定
し
ま
す
。
あ
な
た
は
、
こ
う
し
た
議
論
や
決
定
に
対
し
、
何
か
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
。
回
答
は
、
四
点
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尺
度
で
あ
り
、
高
い
値
ほ
ど
高
い
有
効
感
を
示
す
。

（
30
）　

以
下
の
四
つ
の
設
問
を
合
算
し
て
作
成
し
た
。
高
い
値
ほ
ど
、
高
い
信
頼
を
表
す
。
Ｑ
・
次
に
あ
げ
る
い
く
つ
か
の
機
関
や
組
織
、

制
度
を
、
あ
な
た
は
ど
の
程
度
信
頼
し
ま
す
か
。
⑴
政
府
、
⑵
政
党
、
⑶
国
会
、
⑷
行
政
。
回
答
は
そ
れ
ぞ
れ
四
点
尺
度
で
あ
る
。

（
31
）　

Q
・
あ
な
た
の
政
治
的
な
立
場
は
、
こ
の
中
の
ど
れ
に
あ
た
り
ま
す
か
。
回
答
は
、
一
が
革
新
的
、
一
〇
が
保
守
的
の
一
〇
点
尺
度

で
あ
る
。

（
32
）　

韓
国
に
お
け
る
世
代
間
の
乖
離
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
。Chung, Jin M

in. 

“Korean V
oting Behavior and 

Generation in the 2010 Local Elections.

” Korean Political Science R
eview

. vol.21, no.2, 2012. pp.1-21 (K
orean).

（
33
）　

使
用
し
た
質
問
項
目
と
そ
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
Ｑ
・
も
し
明
日
、
大
統
領
選
挙
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
あ
な

た
は
誰
に
投
票
し
ま
す
か
。
こ
の
中
か
ら
一
人
だ
け
お
答
え
く
だ
さ
い
。（
ア
）
李
明
博　
（
イ
）
朴
槿
恵　
（
ウ
）
孫
鶴
圭　
（
エ
）
鄭
東

泳　
（
オ
）
金
槿
泰　
（
カ
）
鄭
雲
燦　
（
キ
）
そ
の
他
の
候
補
者
。
こ
の
中
で
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
候
補
者
で
あ
る
（
ア
）、（
イ
）
を
選
択

し
た
場
合
は
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
に
投
票
、
そ
し
て
開
か
れ
た
ウ
リ
党
の
候
補
者
で
あ
る
（
エ
）、（
オ
）
を
選
択
し
た
場
合
、
開
か
れ
た
ウ
リ

党
へ
の
投
票
と
み
な
し
た
。

（
3（
）　

ハ
ン
ナ
ラ
党
は
一
九
九
七
年
に
創
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
二
年
に
解
体
、
再
編
さ
れ
、
二
〇
一
三
年
七
月
の
現
在
で
は
セ
ヌ

リ
党
が
引
き
継
い
で
い
る
。


